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令和２年度第１回福井市総合教育会議  議事録 
 

  
１ 日時  令和２年７月１０日（金）  開会 １０時００分  閉会 １１時３２分 

 

２ 場所  福井役所本館３階 庁議室 

 

３ 出席者 福井市長                東村 新一 

教育長               吉川 雄二 

教育委員（教育長職務代理者）    春木 伸一 

教育委員              木村 敦子 

教育委員              多田 和博 

教育委員              宮郷 美千代 

 

４ 事務局職員 

＜総務部＞ 

総務部長              前田 和宏 

総合政策課長            坂下 哲也 

総合政策課主査           佐々木 勇人 

＜教育委員会事務局＞ 

教育部長              塚谷 朋美 

教育次長              向井 成人 

教育総務課長            馬來田 善準 

学校教育課長            氣谷 達郎 

保健給食課長            坂井 小由里 

教育総務課副課長          名津井 章 

教育総務課主査           池田 拓朗 

 

５ 協議事項 学校規模適正化について 

  



- 2 - 

６ 議事の経過 

事務局 

（教育総務課長） 

ただ今から、令和２年度第１回福井市総合教育会議を開催いたします。

開会にあたりまして、東村市長から御挨拶をお願いいたします。 

 

東村市長  ― あいさつ ―  

 

事務局 

（教育総務課長） 

 ありがとうございました。続きまして、教育委員会を代表して、吉川教

育長から挨拶をお願いいたします。 

 

吉川教育長  ― あいさつ ― 

 

事務局 

（教育総務課長） 

ありがとうございました。それではここからの進行を東村市長にお願い

いたします。 

 

東村市長 

 

 それでは、会議を進めます。本日は「学校規模適正化」について協議を

頂きたいと思います。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

学校教育課でございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、５月２６日に、福井市学校規模適正化検討委員会から頂きま

した「福井市小中学校の学校規模及び配置の適正化について」の答申の概

要を説明させて頂きます。 

まず、１の福井市学校規模適正化検討委員会の設置の経緯及び協議の経

過についてです。平成２７年１月に、文部科学省から「小・中学校の適正

規模・適正配置に関する手引」が示されました。これを受けまして、平成

３０年３月の福井市総合教育会議において、学校規模適正化について協議

する必要性が確認され、同年９月に福井市学校規模適正化検討委員会を設

置し、以後、７回の委員会を開催いたしました。検討委員会では、委員に

よる協議のほか、小規模校、大規模校の校長からのヒアリング、さらに、

対象地区の保護者等へのアンケート等も実施しながら検討をしてきたとこ

ろです。その後、令和２年５月２６日に「福井市小中学校の学校規模及び

配置の適正化について」の答申を受けたところです。 

次に、２の基本的な考え方についてです。検討にあたっての基本的な考

え方として、学校が地域コミュニティにとって大きな役割を果たしている

ということも十分に理解した上で、あくまでも子どもたちの学びの環境と

しての適正規模、適正配置について焦点を当てて検討が進められました。

子どもたちが、集団生活の中での様々な経験をとおして、互いに学び合

い、高め合うことのできる、望ましい学校規模について議論が進められて

きたところです。 

次に、３の適正規模の考え方についてです。まず、小学校ですが、検討

委員会では、適正な規模として、多様な仲間と学び合い、高め合うために

は、各学年２～３学級の規模が標準規模であるとしました。国も、全体で

１２～１８学級を標準としているところです。ただし、検討委員会では、

学年ごとに、各学年１学級を維持できる規模、あるいは、５学級程度まで

の規模も許容範囲であるしております。一方で、複式学級につきまして

は、教員と児童との学習の時間を十分に確保することが困難であること

や、多様な学び合いや切磋琢磨の点で支障があるため望ましくないと考え

られるため、協議が必要であるとされたところです。また、全校児童数が

千人を超える規模になりますと、施設の活用等で支障をきたし、子どもた

ちが伸び伸びと学び、生活することが困難になると考えられるため、協議

が必要であるとされました。具体的に、将来を見据えて、規模適正化に関
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する協議が必要となる小学校は１５校でございます。複式学級がある、あ

るいは、今後、複式学級が続くと考えられる学校が１４校。そして、今後

も千人以上の規模が継続するということが考えられる学校が１校です。括

弧の中の数字は、今年５月１日現在の全校の児童数です。 

次に、中学校の適正規模についてですが、中学校についても、多様な人

間関係の中での学び合いが望ましく、そのためには、中学校では、各学年

複数の学級編成、即ち２学級以上の学級編成が望ましいとされました。た

だし、１学年１学級であっても、２０人程度であれば、学び合いが可能で

あり、また一方で、きめ細かな少人数教育もできるという考え方のもと、

許容範囲であるとされました。しかしながら、全校生徒数が３０人を下回

るような場合については、学び合いといった視点で適正化に関する協議が

必要であるとされました。今後も見据えて、適正規模化に関する協議が必

要な中学校につきましては、現在、あるいは今後３０人を下回っていくと

考えられる６校が挙げられました。以上の考え方に基づきまして、協議が

必要であるとなった学校が、今回の検討の対象となりました。 

なお、４の適正化に当たって配慮すべきことについてですが、資料にあ

りますように、あくまでも統廃合ありきではなく、保護者や地域の方々と

十分に協議を行った上で、合意形成を図っていくことが必要であるとされ

ております。 

それでは、資料の右側にまとめました学校規模適正化に向けた８つの提

言を御覧ください。資料２には地図等を載せておりますので、位置関係の

確認等のために御覧頂ければと思います。 

最初は、森田地区についてです。森田地区は、九頭竜川の北側、国道８

号線と芦原街道に囲まれた地域でございます。近隣は、河合地区、明新地

区、中藤島地区などになってございます。森田小学校は、児童数が千人に

達しており、今後も増加が見込まれますので、検討委員会では、速やかに

２校への分割を進める検討が必要であるという提言です。なお、２校に分

割する場合は、校区の見直しですとか、通学時間や安全面に関する十分な

配慮が必要であるということが加えられております。 

２番目以降ですが、こちらは小規模な学校がある地区についてです。２

番目の殿下小中学校は、将来も小規模化を解消できない見通しとなってお

ります。地理的な条件から、他地域からの児童生徒を集めることも困難

で、今後、隣接校区への統合が望ましいとの提言であります。隣接してお

りますのは、越廼地区、国見地区、旧一光地区、そして清水西地区という

ことになりますが、道路は、一光方面に直接行くことは難しいような地理

的な条件になっております。 

３番目には、臨海地域が挙げられております。この臨海地域は、海岸沿

いの鷹巣小中学校から、国道３０５号線沿いに長橋小学校、国見小学校、

国見中学校、越廼中学校、越廼小学校と、このエリアの学校を臨海地域の

学校として示されているところでございます。この地域につきましては、

どの小学校、中学校も小規模になっておりますので、４つの小学校を２つ

程度に再編してはどうかということで、速やかな協議を進めることが必要

とされております。中学校につきましても、小学校の再編に併せて協議を

進めることが望ましいとの提言がなされております。 

４番目は美山地区についてです。現在、下宇坂小学校、美山啓明小学

校、羽生小学校の３小学校と、美山中学校がありますが、美山地区につき

ましては、まとまりのあるコミュニティが形成されていることや、今後の

学校活動の活性化の観点からも、地区内の３つの小学校を１つに統合再編

するとともに、美山中学校との小中一貫校とすることについても協議が必

要ではないかという提言を頂いているところです。 
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続きまして、５番目の本郷地区についてです。本郷地区でも、今後、複

式学級が増えていくため、小規模化の進展状況を見ながら、川西中学校区

としての繋がりを重視し、鶉小学校への統合について協議を進めることが

望ましいとの提言となっております。 

６番目は、足羽第一中学校区の学校についてです。このエリアの小学校

のうち、一乗小学校、六条小学校、上文殊小学校の３校において、今後、

複式学級が解消できない状況が見込まれております。今後も小規模校化が

進むことが予想されますので、東郷小学校、文殊小学校を拠点として２校

にまとめていくことについて、協議を進めることが必要との提言です。 

７番目の大安寺地区には、併設の大安寺小中学校がございます。今後、

大安寺小学校で複式学級となっていくことが予想され、同時に、併設の大

安寺中学校についても小規模化が進むことが予想されるため、再編案につ

いて協議することが必要であるとの提言です。委員会での再編案としまし

ては、大安寺地区の南側に隣接する西藤島小学校、藤島中学校の地域、北

側の鶉小学校、川西中学校の地域、これらのいずれかとの繋がりを探って

いくという、２つの案が示されているところです。 

最後に８番目の棗地区についてです。棗地区には、併設の棗小中学校が

ございます。棗小学校につきましては、今後、一層小規模校化が進み複式

学級が見られるようになった段階で、鶉小学校との統合を協議することが

必要であろうとの提言です。棗中学校につきましては、部活動の選択肢の

視点からも川西中学校との統合について協議を進めることが望ましいとい

う提言です。 

以上、１つ目が大規模校、２つ目以降が小規模校に関するものですが、

小規模校の提言につきましては、それぞれ共通の課題として、通学校の決

定については、再編等をする場合ですが、保護者の意向を十分に踏まえ

て、柔軟に対応すること。校区の見直しが生じる場合は、通学時間や通学

の安全についても十分に配慮することということも示されているところで

す。 

答申の概要についての説明は以上でございます。 

 

東村市長 

 

ありがとうございました。ただ今の説明につきまして、御意見等があり

ましたら、お伺いしたいと思います。 

 

多田委員 

 

 今回の８つの提言に関しては、優先順位を指定したものではないと見て

よいのですか。 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

 学校規模適正化検討委員会からは、協議の中で「ここはまず進めていか

なければならないだろう」という順に、１番から８番となっています。特

に１番の森田小学校については、千人を超えているということで、優先順

位１番として考えていかなければならないというように、答申の中で示さ

れております。 

 

東村市長  他にありましたらお願いします。 

春木委員 適正化検討委員会の答申の内容に関して、アンケートの結果が結構反映

してあるのではないかと思いますが、このアンケートは、対象となる地域

の保護者に対するアンケートですか。 
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事務局 

（学校教育課長） 

今回、検討委員会の基本的な考え方として、「まずは子どもたちの学習

環境を」ということでしたので、現在、該当する地域の学校に通っている

お子さんをお持ちの保護者の方、それから、可能な範囲で、今後入学する

小さいお子さんをお持ちの方などにも協力頂ける範囲で御意見を伺ってお

ります。 

 

春木委員 以前、教育委員会でも話があったと思いますが、例えば、現に通学して

いる子どもさんや、あるいは卒業された方の意見もアンケートを取っては

どうかという話もあったと思います。その辺に関してはなかなか大変だと

思いますが、特に考えなかったのでしょうか。 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

 全ての学校の卒業生というわけではないのですが、幾つかの高校に御協

力を頂きまして、高校生の意見も検討委員会の中でお聞きしています。そ

れぞれ良いところ、不便だったところがあって、どっちが良い、どっちが

駄目、ということではなかったのですが、意見は聞いております。 

 

春木委員 保護者の性別ですが、父親か母親かの内訳についてはどうなっています

か。 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

全体を通しての集計はしておりませんが、８割以上、９割方が母親で

す。 

 

東村市長 今回の報告、提言の中では、適正規模については、教育環境をより良く

する観点から、過度な大規模化、あるいは複式学級は教育上多くの課題が

あるというような位置づけのもと、一定の規模に再編していくことが望ま

しいという意見であったと思っておりますが、その点は、教育委員の皆様

は、どのようにお考えですか。 

 

木村委員 その観点から言うと、アンケートにおいても「少ないのが望ましい」と

か「少ないほうが良い」との回答もありましたが、ある程度多い人数での

活動も必要ですが、今、「少人数での丁寧な」というところが、また大切

に思われているのかなと思いました。少し前の経過でいうと、「多くを集

める」という方向になっていたかと思うのですが、新型コロナウイルスの

影響で、分散して、少ない環境でも、例えばインターネットを使って交流

ができるとか。そういう環境が、この１年ぐらいで変わってきたのかなと

強く思えてきました。それで、エリアは大切にして、自分の地域での少人

数を大切にしつつも、いろんな人と意見を交わせるということもあるのか

なと思っています。 

また、森田小学校など人数が多い学校は、感染対策で距離を取りましょ

うということになっていて、特に、困っていることとか、混雑して大変だ

とか、人数が多いことによって、以前では考えられないようなことで困っ

ていることがあるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

吉川教育長 こういった新型コロナウイルスの状況下で、教育委員会としても学校再

開に向けてガイドラインを出させて頂きました。その中で、基本的にはお

子さん同士が２ｍ以上離れるのが理想的だとは思いますが、現実問題とし

ては難しいと思っています。少人数規模だとできるのですが、今、話に出

ておりました森田小学校ですと、私も直接行って確認してきましたが、机

の配置上、１ｍ以上は確実に離すことはできますが、パッと見ると「密だ
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な」という印象は拭えないと思いますけれども、通常の授業をしている上

では、１ｍは確保できています。また、手洗いの状況につきましても、蛇

口が少なければ、そういったところは増やすということで、今のところは

困っているという状況はないのかなという印象です。 

ただ、検討委員会の中でもあったように、これが例えば、災害が起きた

というようなときに、例えば森田の避難の状況がどうかと言われると、校

長の印象としても、避難や誘導に時間が掛かると。それから、廊下が狭い

ということで密集してしまうということについては、肌で感じているので

はないかと思います。 

ただ、御指摘のように、少ない方が感染上の問題としては確かに良いよ

うに思われるのですが、あくまで授業をするという意味では、新しい学習

課程、教育課程の中で、話し合いを重視するという方向性を国においても

打ち出されている以上、何らかの形で人数は一定程度いた方が良いのでは

ないかと思います。 

また、ＩＣＴについては、国のＧＩＧＡスクール構想で、本市としても

１人１台の環境をできるだけ早く整えようということで取組んでいます。

今回のコロナ禍の中で、県においても、また学校によっては学校独自にＹ

ｏｕＴｕｂｅ等を利用して、復習や予習関係の動画を視聴して、家でプリ

ントをして提出するというようなことはやってきましたが、いわゆる双方

向という形での授業は、現在はなかなか難しい状況です。今後、環境整備

はしていく方向ですが、私個人の感想としては、子どもたちと直に顔を合

わせて、先生の表情や友達の顔とか、そういったことを見ながらの授業と

いうのが本来なのかなと思っています。 

 

春木委員 具体的な話に入る前に、今回、小規模校とか大規模校を選んだ理由は分

かるのですが、順化小学校のように、福井市の中央部にあって、人口がど

んどん郊外に移っているという。このことに関しては何か検討されました

か。見ていると、順化もそれほど減るような感じはないですが。 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

中心部の学校も、我々が小学生の頃は、順化、春山、この辺りも千人を

超えるような規模の学校であったのですが、今は百数十人や二百人などと

なっています。しかしながら、今後、複式学級になっていく、というとこ

ろまでは予想されておりませんので、今回は対象になりませんでした。 

 

春木委員 市内の中心部の人口が減少するという問題は、だいたい収まったと考え

ればよろしいのでしょうか。 

 

東村市長 収まってはいないと思いますが、市内中心部については、かつては家が

店舗兼住宅というケースが非常に多かったのですが、そこが店舗専用に変

わっていって、住宅の部分が郊外に出ていかれるというケースが増えてき

ました。ところが、ここへきて、マンションの建設が非常に増えてきてい

ます。ただ、子どもさんを持つ若い世帯が多く入るところまではいってい

ないところもあるので、小学校の子どもたちが増えるかどうかということ

になると、まだはっきりしていないところもありますが、今までの住み方

というか、どういう方がどういうふうに使うか、というところが変わって

きているので、そこのところをよく睨みながら、街づくりや、関連する課

題の対応を進めていく必要があると考えています。 
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宮郷委員 学校の統合の話ですが、アンケートの結果、「通学距離は３０分以内が

望ましい」との回答が８０％です。ところが、例えば「本郷小学校を鶉小

学校と一緒にします」というと、３０分以内に通学できるようには思えな

いのですが、３０分内で通学できる校区を考えるとしたら、どうやって通

うのかな、ということを疑問に思いました。 

 

事務局 

（学校教育課長） 

今後、地元の方々の御意向もお聴きする必要がありますが、遠距離の通

学になる場合は、スクールバスの手配などについても考えていかなければ

ならないと思います。先ほどの本郷地区ですと、中学生は実際に川西中学

校に通っていますが、小学生の場合は自転車通学というわけにはいきませ

んので、例えば地域バスを利用しながら、あるいはスクールバスを出しな

がら、ということであれば、３０分は掛からない範囲であると思います。

車では、本郷小学校と鶉小学校の間は１０分程度だと思います。地図でい

うと、本郷小学校区の南の方は、小学校からさらに５ｋｍほど入っていく

ので、これまでよりは時間は掛かりますが、それでも３０分までは掛から

ないと思います。 

 

宮郷委員 私の場合は、中学校まで３ｋｍでした。中学校なので、自転車で１５

分、雪が降ったら４５分歩いて通ったのですが、親の送迎もなく、歩いて

も歩いても家に着かなかった記憶があって、４５分は辛かったという思い

もあってお聞きしました。 

 

事務局 

（学校教育課長） 

現在、遠距離通学の定義につきましては、小学校では４ｋｍ以上、中学

校では６ｋｍ以上となっており、これらにつきましては、公共交通機関の

運賃に対する補助などをしていくということになっています。 

 

春木委員 今、スクールバスの話が出ましたが、アンケートの中で、スクールバス

の保護者負担が出てくるのではないかという意見がありました。しかし義

務教育である以上は、そういうものを保護者に負担させるということはで

きないのではないかと思いますが、その辺はどうなのですか。 

 

事務局 

（学校教育課長） 

例えば統廃合をすることになって、「遠くなるので、この地区はバスを

出します」ということになりますと、これは保護者の負担はないのです

が、御家庭の事情等で、「遠距離通学の範囲ではないがバスで通わせた

い」とか「電車に乗せたい」ということになると、これは保護者の方で持

っていただくことになると思います。 

 

吉川教育長 市の方で統廃合をする、例えば本郷の場合もそうですが、上郷小学校と

下郷小学校を市の事情で統廃合したということですので、その通学につい

ては、市の方で保障するということで、無料でバスや乗合タクシーを利用

して通っているという状況です。 

一方で、美山地区は、統合前からの状況もありまして、一部で保護者負

担が発生している。特に羽生とか遠くから来る場合ですが、勿論、利用補

助は市として出しておりますが、一部、全額にはなっていないと思いま

す。その辺については、アンケートの中で、もしも今後、統廃合を進める

のであれば、「そういったところの差がないように」という御意見ではな

いかと感じています。基本的には、今おっしゃったように、義務教育とい

うこともあり、統廃合で校区の範囲が広がれば、保護者負担については考

慮せざるを得ないと考えます。 
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春木委員 親が市内の方に勤務しているとして、子どもは親が連れて行くから、そ

ちらの方の小学校に通わせたい、といったことへの対応は考えているので

すか。 

 

事務局 

（学校教育課長） 

小規模な学校については、そういうことも視野に入れて検討していく必

要があるのではないか、ということは検討委員会の中でも話は出ていまし

た。 

 

吉川教育長 今の話に関連しますと、いわゆる「留守家庭児童」という場合ですね。

例えば海岸地区で、仮に親御さんが二人とも市内や別の地区に勤めに行っ

ていて、子どもたちが家に帰っても誰もいないというような場合には、子

どもたちが帰る場所を確保するという意味で、例えば親御さんが勤務して

いるところの近くで、留守を預かってくださる親族がいるなどといった場

合であれば、そういう制度は今でも適用することはできるようになってい

ます。ですが、勤め先がこちらだから一緒に連れて行って、というのは、

教育委員会としては余程の特例措置があれば別ですが、現状では認めてお

りません。ただ、海岸地区や小規模学校のある地区ではそういう御意見も

出ておりますので、その辺はまた考慮していくべきだとは感じておりま

す。 

 

多田委員 至民中学校はどのような仕組みですか。 

 

吉川教育長 至民中学校は特認校という制度で認めておりますので、市内どこからで

も通学できます。ただし、毎年１学年の中で２０名程度ということで人数

制限があります。 

 

春木委員 福井市の場合は１小学校区１公民館ですが、もしも今回の提言に従っ

て、ある程度、学校を統廃合した場合に、公民館の扱いというのは、今の

ところはどうなるのですか。 

 

東村市長 今のところ、決まったものがあるわけではありません。ただ、必ずしも

小学校と公民館が一致しないところ、例えば、鷹巣地区は、小学校は長橋

と鷹巣と２校あるのですが、公民館は１つです。あるいは、宮ノ下地区

は、小学校はありませんが公民館はある、というように、少しいびつにな

っているところはありますので、その辺りは住民の方々の御意見も聴きな

がら、どのようにしていくかを検討することになると思います。 

 

吉川教育長 適正化委員会の中の議論としては、仮に統廃合が行われたとしても、公

民館まで一緒にするということは、現状、難しいだろうと。例えば地区で

体育大会を開催したり、地区の行事に子どもさんが参加したり、というよ

うなことを考えたときに、公民館とセットで（統廃合を）というようなこ

とは難しいのではないかといった意見が出ていたように思います。 

 

多田委員 前回の総合教育会議でも、学校という箱モノがなくても、地域のお子さ

んやコミュニティも含めて、公民館で地域を盛り上げられる、という話も

あったと思います。 

 

吉川教育長 そこは、地域の方の思いをどこまでこちらも汲み取っていけるかという

ことかと。 
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多田委員 私の地区は、どちらかというと学校と一体化し過ぎて、学校がなくなる

と困ってしまうというところもあるのですが、その辺り、少し公民館の役

割というのも見直す必要があると思います。 

例えば統廃合によって学校という器がなくなったときに、学校は防災の

役割も果たしており、グラウンドには備蓄倉庫があったりしますが、そう

いうことも、どう対策するのかということを地域の方に説明しないといけ

ないのかなということを感じています。 

ただ、提言については、個人的には、このとおりに早く進めた方が良い

と思います。特に地域の方は、市からは正式な説明はしていないなかで、

既に提言がマスコミなどから出てきていますから、どうなるのだろうかと

か疑心暗鬼になるところもあります。早く説明をして、声を拾った方が進

みやすいのかなと思います。 

 

東村市長 今回頂いている提言は８つございますので、全部一緒に進めていけるか

というと、なかなか厳しいものもあろうかと思います。そういった意味で

は、優先順位、あるいは地元の皆さん方の熟度、というようなものから順

番付けをせざるを得ないということはあろうかと思います。その辺りをよ

く調べ上げて進めていく、ということが必要になると思います。 

 

多田委員 優先順位でいうと、ちょうど１番が大規模校で、２番は、具体的に統合

と書いてないので少しよく分からないのですが、３番目は統合、再編なの

で。３番から後は似たような感じなので、１、２、３番目までやって成功

事例があると、その後がスムーズかなと思います。 

 

吉川教育長 殿下地区は、先ほどの話にも出たように、親御さんが市内の方にお勤め

の方がいらっしゃったりして、一緒に連れて行けるようにしてほしいとい

う意見もあったり、どちらかというと清水の方に統合してほしいという意

見があったりとか、結構、思いが様々です。ただ、複式学級については、

子どもたちが可哀想だということは共通しているように思います。殿下の

場合は、どうしていくかというのは、地区の方々から十分なコンセンサス

を得ないと難しいのではないかな、ということは実際に感じています。 

 それに比べて、例えば美山地区は元々美山町という形で一体化して動い

ていますし、現状で言うと、みやま保育園が、こども園に移行して、美山

地区全部の子どもが一か所に集まっています。それが、小学校になると３

校に分散されて、中学校になるとまた同じ場所に集まってくるということ

に関して、親御さんから「そういったところを一緒にできないのか」とい

う御意見を頂いているということもあります。その辺も、地域の方の意見

を十分に聴いた上で、地域の方から要望が出てくれば、話は進むのかなと

思っています。 

 

多田委員 先ほどメリット・デメリットの話もありましたが、小さい学校は、小さ

いことによるデメリットはあったのですか。イメージ的には、小規模校は

「きめ細かい」というものがあって、大規模校は「雑把」なイメージを持

ってしまいます。それで、アンケートを見ると、保護者の方等はそういう

イメージをお持ちのようですが、先生方から見ると、むしろ複式学級の方

が負担のようなイメージがありますので、学校が大きくなるということ

と、クラスで教える人数が少なくなるということを同時にやるべきではな

いかと思います。 

国も、新型コロナウイルスの関係かどうか分かりませんけど、少人数化

の検討をされていますので、そこを合せて説明して、規模と教育環境は別
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です、ということを御理解頂く必要があるかなと思います。 

 

吉川教育長 教員の目線から言うと、複式学級の、少人数で非常に手厚いという、そ

の「手厚さ」をどう感じるかということですが、極端なことを言うと、１

対１で授業をしているような学校も実際にあります。教員の思いと子ども

の思いでうまく関係構築ができれば良い面もあるのですが、ともすると、

教師の考えをそのまま押し付けてしまう部分もあったりするということ

で、多様な考えが生まれにくいということもあります。 

また、複式学級になりますと、学年が違いますから教育内容が違うの

で、授業１コマのうち前半はこちらの学年、後半はこちらを自習させてお

いてもう一方の学年を教えるという、いわゆる「渡り」という言い方をす

る教え方になります。ところが、教員も若い世代になってきて、そういう

教育を受けてきていないため、中には、そういった授業のイメージができ

ずに苦しむ、という先生もいるようです。 

教員の定数の観点でも、複式学級になりますと定数的には教員の数が減

りますので、そうなると、一人で体育も教え、音楽も教え、様々な教科も

教え、というように、教員の面からすると、なかなか困難な面も多いとい

うように感じています。 

 

事務局 

（学校教育課長） 

教員の定数は、学級数に応じて決まってきますので、例えば小学校で完

全複式の３学級ですと、授業をする先生としては３人しかいないというこ

とになります。時々、教頭が授業に入ることはできるのですが、基本的に

は常に２学年を見ているということで、今、教育長からもお話がありまし

たように、子どもに直接指導をしている時間と、その間、もう一学年の方

は「演習問題をしていなさい」とか、「これについて２人で意見をまとめ

なさい」などということを交互にすることになりますので、教師の「渡

り」の技量も、非常に高度な技術が必要なので、なかなか大変です。 

また、中学校につきましても、学級数に応じて教員数が配置されており

ますので、例えば各学年１０人ずつしかいないということになりますと、

教員も、今の定数では６人ということになりますので、９教科の教員が揃

わないということになります。このため、教科を掛け持ちで授業をした

り、あるいは、週に１日回ってくる講師の方に音楽の授業をお願いしたり

と、そういったところも出てまいりますので、なかなか授業をする側も受

ける側も、そういった面でのデメリットもあるかなと思います。 

もちろん、よく目が届くというメリットは当然あることだと思います。 

 

春木委員 学校規模の適正化に向けた８つの提言の中で、１番目の森田地区につい

ては早急に取り組まなければならない提言だと思いますが、確認しておき

たいのは、文部科学省が、学校規模適正化に取組めば補助金を出します

よ、というお話があったかと思います。それで、森田小学校のように千人

を超える学校を分割するような場合は、適正化の基準に合っているのです

か。 

 

事務局 

（教育総務課長） 

学校規模適正化というのは、単体で考えるものではありませんので、福

井市全体で学校数がどうなるか、ということも含めた上で、国の方が判断

されるのではないかと考えております。ただし、基準を見ておりますと、

増加する場合も対象になるということで聞いておりますので、その辺りは

国と十分協議しながら進めていきたいと考えております。 
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春木委員 そのことに関して、２校目の場所について、既に具体的な検討には入っ

ているのですか。 

 

事務局 

（教育総務課長） 

 まだそういった具体的な検討の段階にはございません。仮に、新しい学

校を建設するとした場合に、過去の事例などから考えますと、最低でも５

年程度はかかるのではないかと考えております。 

 今回、答申を頂きまして、今日の総合教育会議の中で方向性が共有され

るということになれば、次年度から具体的に検討に入りたいと考えており

ます。その中で、どういった形が良いのか、ということを、地域の方の御

意見を聴きながら進めていきたいと考えております。 

 

春木委員 こちらから、分割に関して、住民の方に具体的な提案を出すということ

ですね。 

 

事務局 

（教育総務課長） 

いろいろと調査を行う中で、校区をどこで区切ったらよいのか、という

こともあると思います。そうした中で、地域の方のいろいろな御意見を聴

きながら、複数のパターンを作るような形で、その中で一番適したものを

選んでいくという形になるかと思います。最初からこれでいきましょうと

いう形ではなく、検討段階でいろいろと御意見を聴きながら進めていくこ

とになるのではないかと考えております。 

 

春木委員  私が気になるのは、今の人口で考えるのではなくて、将来的にどうなっ

ていくのか、ということです。いつまでも増えるはずはないので。そうす

ると、周りの学校の配置状況なども考えないと、具体的な場所も決まらな

いと思うので、その辺を少し検討してもらうとよいのかなと思います。 

 

事務局 

（教育総務課長） 

森田地区は現在、区画整理が出来上がって間もない状態でございます。

今後、新幹線道路なども新たにできることなども考えますと、まだ宅地化

は進んでいくと考えられます。ただ、長い目で見ますと、当然、２０年、

３０年先には、どこかでピークを迎え、また下降していくということも考

えられますので、森田地区だけではなく、北部地域全体を見ながら考えて

いくことになるかと思います。 

 

吉川教育長 様々な検討はしていかなければならないと思います。森田地区だけで完

結できるものなのかということと、今おっしゃるように、土地をどれだけ

確保しなければならないのか。この資料を見ますと、令和１０年５月の予

測では１,１５４人程度とのことですが、これでピークを迎えるかという

と、これももう少し先ではないかというように予測されているということ

も聞いております。そうなると、それにも耐え得るだけの規模のものを造

らないといけないのかなと。そうすると、２つに分けるときに、５００人

ぎりぎりのものを２つ造っても、将来的にまた足りないというわけにはい

かないかなと思いますので。その辺はまた親御さんの意見なども聴いてい

かないといけないなと思います。 

また、森田地区だけでなく、灯明寺など、明新地区なども増えてきてい

ますので、その辺りも考えていく必要があるのかなと考えております。 

 

多田委員 場合によっては、この森田地区の人数でいくと、中学生もどんどん増え

ていくのですが、人数的には、中学校は本来１つでよいのですか。中学校

のことは考えなくてもよいのですか。 
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吉川教育長 中学校も足りなくなりますので、地元の方から御意見、要望として出て

おりますのは、中学校を大きいものを新設して、森田小学校を２つに分け

るのはどうか、ということは伺っています。ただし、地元の方と詳しく話

をしているわけではありませんので、その辺も踏まえて考えていかなけれ

ばならないということです。 

そうなると、少し大きめの学校をということになると、どこに土地があ

るのか、という話になります。 

 

多田委員 河合小学校区の生徒が森田中学校に行くということは考えられないので

すか。灯明寺中学校もどんどん増えていくという話になると、わざわざ川

を渡るのも大変だろうと思いますので。 

 

 

吉川教育長 そこは河合地区の住民の思いを聞いてみないと何とも言えないと思いま

すが、河合地区は、現在は灯明寺に来ていますから、どんどん灯明寺が増

えてくるということを考えますと、北部地区として総合的に考えていく必

要があると思っています。 

 

多田委員 それによって中学校の場所も変わってくるということですね。 

 

吉川教育長 そうですね。そうは言っても、森田地区は、国道８号線の方は区画整理

が済んでいて、そこを全部壊して学校を造るというのは難しい状況なのか

なとは思います。その辺りは、地元と話をする必要があると思っていま

す。 

 

春木委員 森田小学校を２つに分けるとなると、今ある小学校の建物はかなり古い

のですか。新しい学校の方に移りたいという御意見もあると思いますが。 

 

事務局 

（教育総務課長） 

資料２－１の中ほどに、施設の面積や校舎等の建築年次を記載した表が

ございます。この中で、ピンク色が築５０年以上を経過しているもの、黄

色が４０年以上を経過しているものとなります。森田小学校につきまして

は、校舎の一部が昭和３７年に建てられておりまして、これについては平

成元年に大規模改修を行っております。また、体育館が昭和３９年の建築

ですが、こちらも平成２９年に大規模改修を行っております。ただ、森田

に限らず、他の施設も老朽化が進んでおり、大規模改修を行っていない施

設もたくさんありますので、他の地区におきましても、こうした老朽化の

状況をあわせて考えていく必要があると考えております。 

 

吉川教育長  優先順位の話からすると、もちろん人数的なこともそうですが、資料に

あるように、特に海岸地区の校舎が結構古くなっているというのが見て取

れると思います。特に、水害であるとか土砂災害であるといった危険性の

ことも踏まえて考えていくと、そこは、優先順位がどうなるかというの

は、改めて、総合的に考えなければいけないと思っています。 

 

東村市長 安居中学校と安居小学校は、以前は小中併設で山の麓にありましたが、

校庭が非常に狭いので、田圃を造成して学校を造るという発想になりまし

た。その際、小学校を移転させるか、中学校を移転させるかとなったとき

に、地元の方の御意見をお聴きしますと、新しい学校は、より年が上の者

が使うべきだと。それで、中学校を新しくしてほしいということで、小学

校を残し、中学校を移転させたという例があります。 
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今回、そういう中で、安居地区で大雨が降って、災害が発生しそうな状

況になったのですが、小学校が避難所になっていました。これまでは、水

害の場合は公民館が避難所になっていたのですが、新型コロナウイルスの

関係で、小学校の体育館を避難所にしたのですが、やはり、山の麓にある

小学校には避難がしにくい、という地元の方の御意見もありまして、その

後、中学校を避難場所に変えました。 

 

春木委員 今、教育長が言われました統合の優先順位ですが、何を評価項目として

順位付けをするのか。これに関して、今、ひとつ出たのは、校舎の老朽化

や危険性がありますが、他には何がありますか。人数の問題のほか。 

 

事務局 

（学校教育課長） 

もちろん、将来的な人数のこともありますが、教育環境に関する保護者

や地元のお考えを重視、優先すべきではないかと考えております。 

 

春木委員 それはどういう意味ですか。例えば地元が「自分の地区を最初にしてほ

しい」ということであれば、それを優先項目に入れるということですか。 

 

事務局 

（学校教育課長） 

先ほど市長のお話の中にも、「機が熟したところ」というお話もあった

ように、地元の「この学校は今なんとかしたいんだ」というような気持が

強いところはそうだと思いますし、「このままが良い」というお話が出て

くる可能性もあるかと思います。 

まずは話をお伺いして、検討委員会ではこの順番に書かれていますが、

必ずこの順番で進めていかなければならないということでもないと考えて

いますので、まずは地元の声を聴きたいということです。 

 

春木委員 優先順位に関しては、こちらから「こういう項目でやります」というこ

とは、地元の方に知らせておいた方がよいのではないですか。 

 

事務局 

（学校教育課長） 

「順番が来るまでできません」ということではありませんので。 

 

 

吉川教育長 できるだけ早くしてほしいという御要望があれば、そこは我々として

も、ある程度配慮したいと思います。先ほどから出ていますように、地元

の合意がないと我々としても進めることは難しいので、そういった御意見

がまとまり次第、優先順位を上げて取組むということは十分にあると思い

ます。 

一方で、そうしているうちに、校舎が古くなってしまう、ということも

ありますし、特に、山に隣接している学校もあったり、沿岸部は、津波が

来るかもしれないし、崖崩れが起きるかもしれないというところもありま

すので。そうしたハザードマップ上の位置付けについても地元の方に御理

解いただかないといけないと思います。 

いろんな資料等も揃えた上で、説明をしていきたいと思いますが、地元

との意見交換のスケジューリングなどは何かありますか。 

 

事務局 

（学校教育課長） 

具体的なスケジュールが決定しているわけではありませんが、できれば

年内のうちに一度はお話を伺いに行きたいと考えております。 

 

宮郷委員 美山地区ですが、アンケートを見ても、どこの小学校も、１つの小学校

に統合してほしいという意見が多数あると書かれています。それで、美山

中学校との小中一貫校とする、とありますが、小中一貫校のメリットはど
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のようなものですか。 

 

事務局 

（学校教育課長） 

仮に、３つの小学校を１つの小学校にして、中学校を今までどおりです

と、通常の小学校６年間、中学校に進学して３年間という形ですが、小中

一貫校にしますと、義務教育学校という形で、９年間の教育ということに

なります。もちろん、その中で学ぶ内容については小学校１年生から中学

校３年生までの内容ということですが、やり方であるとか、区切りについ

ては柔軟に対応することができるので、６年・３年でなくても、５年・４

年で区切って教育を進めていくということも可能になってくると思いま

す。９年間を見越した教育が可能になるという点がメリットとして挙げら

れます。 

 

吉川教育長 他には、小中学生が同じ学校内にいれば、教員が兼務を掛けられるの

で、教員の数が圧倒的に増えるということになります。中学校の先生が、

そのまま小学校の授業に入ることもできますし、それこそ教科担任制を小

学校で導入することも十分可能になります。 

一貫校にするとなると、地図上で見ますと、美山中学校に通っている生

徒は、羽生小学校や下宇坂小学校区の子どもたちは路線バスで通っている

のが実状です。先ほどの保護者の負担という話があるので、そこをどう解

消するかという課題はありますが、既に、現状として通学できる環境にあ

るということを検討委員会では重視されたのではないかと思います。 

今、福井大学付属が義務教育学校になっていますので、その辺のいろい

ろな様子は聞かなければならないと思いますが、これぐらいの規模です

と、デメリットよりもメリットの方が大きいかと思います。大規模校にな

ってしまうような義務教育学校では逆にデメリットの方が大きいと思いま

すが、美山ぐらいですと、教員の面でも学習環境の面でもメリットが大き

くなると思います。 

 

宮郷委員 義務教育学校も、校長先生、教頭先生ともにお一人ずつですか。 

 

吉川教育長 義務教育学校になりますと、通常、校長は一人で、教頭は児童生徒数に

もよりますが、大概二人です。前期課程（小学校）で一人、後期課程で一

人という形になると思います。義務教育学校を地元の方が望むかどうかは

話し合いということになります。 

 

木村委員 例えば羽生小学校区の中学生は、路線バスで美山中学校に通うことにな

ります。今、福井市内の小学生が、公共交通機関で通学しているというこ

とはないのでしょうか。 

 

宮郷委員 社南小学校に通う南居地区の児童が、１、２年生だけがバスで、１人高

学年の児童が付き添って通学しています。 

 

吉川教育長 それと、本郷が、公共の乗合タクシーだったと思います。他にも、冬季

間は、一乗地区から足羽第一中学校に通う生徒の中には越美北線で通う子

もいます。 

 

木村委員 仮に、美山が小中一貫校になる方向で進むとすれば、例えば羽生校区な

ど遠い地区の子は、小学生も中学生もスクールバスで通ってくるというこ

とも考えられるということですね。 
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吉川教育長 本郷の例でいうと、福井市として統廃合するということであれば、経費

負担をさせてはいけないのかなと感じます。地元も、スクールバスについ

て負担があるという意見は確かに出ていますので、考慮していかなければ

ならないと思います。 

 

事務局 

（教育総務課長） 

そろそろお時間もございますし、御意見もある程度集約されてきたかと

思います。あと１つ、２つの御質問、御意見で、市長に取りまとめをお願

いしたいと思います。 

 

木村委員 森田校区について、実際に、地区の方々からの「こうしなければならな

い」という強い意見というのは出ていますか。こちらから投げかけるので

はなくて、地区からの「自分たちから動こう」という話は出ているのでし

ょうか。 

 

東村市長 森田の場合は、かつて地元の方たちが、土地区画整理事業の組合を作っ

て区画整理を行ってきたという流れがあります。中藤の場合は、小学校用

地を土地区画整理事業の中で生み出しましたが、森田に関しては、過去の

経緯等から、そこまで人口が増えないだろうという想定もあったのだろう

と思います。 

また、近年は、少人数化や、小中一貫などの考え方がいろいろと入って

くると、これから先の学校の形がどうなっていくのだろうかということが

見えにくかったということもあって、森田については学校用地を区画整理

事業の中では設けませんでした。 

今回、森田小学校が、非常に人数が増えるなかで、地元の方たちがどう

言っているかというと、森田中学校を、河合地区からも来てもらうため

に、河合と森田の間辺りに造りましょうと。そして、今の森田小学校を、

少し整理をし直す。それから、今の森田中学校のところに新しい小学校を

１つ造るという在り方を、市の方でもよく検討してほしい、ということを

地元からは言われています。 

 

木村委員 森田地区についてはあまり土地勘がありませんが、もともと多くの方が

住んでらっしゃるエリアと、これからどんどん増えるであろうエリアがあ

るんですか。 

 

吉川教育長 増えていくのは、新幹線が通る辺り、栗森町浜から右側辺りですね。あ

の辺は、今、ものすごく土地を売り出していますし、どんどん増えている

状況だという認識です。 

 

木村委員 ＪＲの沿線は増えないのですか。 

 

東村市長 ＪＲの西側は農地になっています。 

事務局 

（学校教育課長） 

ＪＲの駅の東側は、もともとの住宅が密集している地域です。 

 

 

吉川教育長 どこで校区を分けるかという話は、そう簡単にはいかないと思います。 
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木村委員 海岸地区と比べると、区域としてはコンパクトですね。 

 

吉川教育長 地図のスケールを見ると、端から端までで３ｋｍ少々かなと。 

 

木村委員 皆さん、２ｋｍか２．５ｋｍぐらいの距離で通っているということでし

ょうか。 

 

東村市長 

 

 

 

 

 

 

東村市長 

 

東村市長 

 

赤い線で森田地区の外周が表示されていますが、一番右側の縦のライン

の外側の色が塗ってないところは坂井市です。そして、８号線と森田の間

に、坂井市の磯部小学校があります。その小学校が目の前に見えているの

に、森田の小学校に行くとなると非常に遠い、と言われる方もいらっしゃ

います。また新しい道路が１本できると考え方が変わってくる部分もあっ

て、難しいところはあります。 

 

他に御意見や御質問がありましたらお願いします。 

 

今日は、本当に、いろいろと御意見を頂きましてありがとうございまし

た。 

皆さんの御意見をお聞きしていますと、まず８つの提言、それなりにみ

んな問題点を抱えているだろうという前提に立ちながらも、森田地区の規

模の適正化については、やはり早急に解決すべきであって、保護者、ある

いは地域との協議を早く始めるべきではないかという御意見であったので

はないかと思います。 

また、その他の小規模校の再編については、保護者あるいは地域住民の

協力と共通理解を得ながら進めることが重要であり、それぞれの提案につ

いて、地域と協議を進める場を設けながら、検討を進めてほしいという御

意見であったかと思います。 

また、まちづくりとの関係もあって、道路の整備、あるいは宅地の在り

方、また、近年では新型コロナウイルスとの関係、そして、学校の少人数

学級の配置であるとか小中一貫校のような新しい学校特性。こういうよう

なものも配慮しながら、そこをどういう学校にしていくかということも併

せて検討をして頂くことが必要ではないかということだと思いますので、

今、申し上げたような地元との協議の場を早急に作って頂きまして、いろ

いろと議論を前に進めていきたいと思います。また御協力のほどお願い申

し上げます。 

それでは、本日予定をしておりました協議事項については以上でござい

ます。最後に、事務局から何かありましたらお願いします。 

 

事務局 

（教育総務課長） 

本日はありがとうございました。 

その他連絡事項等については特にございません。 

この総合教育会議ですが、重点的に講ずべき施策などについて、随時開

催をしております。またその際には御連絡をさせて頂きますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

これをもちまして、令和２年度第１回福井市総合教育会議を閉会とさせ

て頂きます。本日はありがとうございました。 

（以上） 

 


